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テレワークの普及・定着に向けた労働法制の見直し
－ 2020年度経団連規制改革要望・労働分野－

資料２－２



1. テレワークの実施状況
 新型コロナウイルスを契機にテレワークが急速に普及したが、最近は反動もみられる。
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出典：独立行政法人 労働政策研究・研修機構「新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」（一次集計結果）
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2. テレワークの普及・定着に向けた課題
 テレワークを社会に定着させるためには、労働諸法制の見直しが重要な課題である。
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3. 課題解決に向けた規制・制度改革の推進
 経団連はwith/postコロナの経済活動に不可欠な75項目の規制改革要望を取りまとめた。

3



4. 個別要望／雇用型テレワークガイドラインの見直し➀

【要望事項】
☞雇用型テレワークガイドラインにおいて、労働時間の把握方法として、電子メール等による
始業・終業時刻の報告（自己申告）を追記すべきである。

【現 状】
 労働時間管理について、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」に基づく対応を求めている。

⇨同ガイドラインは出社時を前提としているため、テレワークに即した記載が十分でない。
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2-2-1 通常の労働時間制度における留意点
留意点１ 労働時間の適正な把握
通常の労働時間制度に基づきテレワークを行う場合についても、使用者は、その労働者の労働時間に
ついて適正に把握する責務を有し、みなし労働時間制が適用される労働者や労働基準法第41条に
規定する労働者を除き、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライ
ン」（平成29年1月20日策定）に基づき、適切に労働時間管理を行わなければなりません。
同ガイドラインにおいては、労働時間を記録する原則的な方法として、パソコンの使用時間の記録等の
客観的な記録によること等が挙げられています。また、やむを得ず自己申告制によって労働時間の把握
を行う場合においても、同ガイドラインを踏まえた措置を講ずる必要があります。



4. 個別要望／雇用型テレワークガイドラインの見直し➁

【要望事項】
☞オンライン面談を通じた健康状態の確認や業務の進捗状況の把握・管理の事例など、労務
管理全般に広く焦点を当てた記載を追加すべきである。
例：上長による体調確認、個別面談を通じた業務の進捗管理、業務遂行のアドバイス

【現 状】
 労働時間管理に焦点があたり、労務管理全般に関する具体的な事例が乏しい。
⇨テレワーク導入を検討する際の参考資料として十分に活用できない。
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4. 個別要望／雇用型テレワークガイドラインの見直し➂

【要望事項】
☞「規制改革実施計画」（2019年６月21日閣議決定）に基づき、企業の萎縮効果を招くおそれ
がある「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」との記述を削除すべきである。

【現 状】
 長時間労働を防ぐ手法として「テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止等」
が例示されている。

⇨残業をさせられないものと企業側が受け取り、テレワークの抑制につながるおそれがある。
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4. 個別要望／時間単位の年次有給休暇の取得制限の撤廃
【現 状】
 時間単位の年次有給休暇は取得日数の上限が年５日に制限されている。

⇨導入効果が限定的であり、企業からは制度化しにくいとの指摘がある。

【要望事項】
在宅勤務やワーケーションなど、多様で柔軟な働き方を推進する観点から
☞時間単位年休の取得制限を撤廃すべきである。
☞年休付与義務（年間５日間）の履行にあたり、時間単位年休の取得を対象に含める
ことを認めるべきである。
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4. 個別要望／フレックスタイム制の適用の柔軟化
【現 状】
 テレワークに親和的なフレックスタイム制は、各社の実態に応じて多様な活用の可能性がある
が、制度上の制約がある。

⇨例えば、フレックスタイム制の適用労働者が１箇月のうち数日程度、変形労働時間制で働く
ことは認められていない。

【要望事項】
フレックスタイム制の趣旨を損なわない範囲で

☞フレックスタイム制と１箇月単位の変形労働時間制とを併用できるようにすべきである。
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